
対　　応

・現行制度で対応可能な範囲を明確化し、通知

・将来の道州制における基礎自治体のあり方に
　関する議論を踏まえて継続検討

国直轄事業のあり方については、地方分権改革や
道州制の議論等を踏まえて継続検討

地方分権改革推進要綱（第１次）
に基づき検討の上、全国的に措置

規制緩和の問題として、運用変更で全国的に措置

・通知を発出し、「コミュニティハウス」事業を
推進

・実施状況を踏まえ、社会福祉法の見直しの中で
制度化を検討

対　　応

農地転用許可制度については、新農地法の施行後
５年を目途として、同法の施行状況を勘案して検討

主な関係省庁

1 国土利用の規制権限等の移譲（財源移譲を要望） 農林水産省

ＮＯ 提　案　項　目

2

北海道からの道州制特区提案に係る対応について【総括表】

提　案　項　目ＮＯ 主な関係省庁

　　　　　　　　　　（○は道州制特別区域基本方針の変更を行うもの）
　　　　　　　　　　（△は検討を継続するもの）

国土交通省

3 道道管理権限の町村への移譲 国土交通省

5 コミュニティハウスの制度創設

総務省1 指定都市等の要件設定権限の移譲

厚生労働省

維持管理費に係る国直轄事業負担金制度の廃止 国土交通省

4 福祉運送サービスに係る規制緩和

内閣官房副長官補室（第３次提案　平成20年10月８日提出）

（第２次提案　平成20年４月２日提出）

参考資料３



対　応

北海道からの道州制特区提案に係る対応について

現行制度で対応可能な
範囲を明確化し、通知

将来の道州制における
基礎自治体のあり方に
関する議論を踏まえて

継続検討

主な関係省庁 内　　　容

・現行制度においても、都道府県の判断で、その権
限に属する事務の一部を、条例により定めること
で、指定した市町村に対して包括的に権限移譲する
仕組みを設けることは可能である旨を、文書により
通知する

・将来の道州制における基礎自治体のあり方に関す
る議論を踏まえて、道州制の制度設計の議論の中で
検討

（内容）
　国と地方公共団体の役割分担の明確化のた
め、国道、一級河川、都市公園の国直轄事業
について、その維持管理費を道に一部負担さ
せることを廃止する。

国直轄事業のあり方につ
いては、地方分権改革や
道州制の議論等を踏まえ

て継続検討

2
・国直轄事業のあり方については、地方分権改革や
道州制の議論等を踏まえて継続検討。

国土交通省

1

ＮＯ 提案項目・内容

総務省

維持管理費に係る
国直轄事業負担金制度の廃止

（内容）
　基礎自治体への事務・事業の移譲を積極的
に推進するため、指定都市、中核市、特例
市、市の要件、及び指定都市等の指定に係る
手続について、条例により道独自に決めるこ
とができるようにする。

指定都市等の要件設定権限の移譲

（第３次提案　平成20年10月８日提出）
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北海道からの道州制特区提案に係る対応について

対応

規制緩和の問題として、
運用変更で全国的に措置

地方分権改革推進要綱
（第１次）に基づき検討
の上、全国的に措置

内　　　容

 ・予め設定された運送の区域と関連が認められる
一定の運送については、特例として運送を認めるこ
ととし、通達の所要の改正等を平成２１年度速やか
に行う。

3

道道管理権限の町村への移譲

・地方分権改革推進要綱（第１次）において、「町
村について、その道路管理の状況等も踏まえ、都道
府県道の管理を行うことができるようにする」こと
とされているところ。

・同要綱に基づき、町村による都道府県道の管理の
あり方について引き続き検討を行った上で、平成２
１年度中に策定予定の地方分権改革推進計画におい
て、事務移譲の具体的な内容等を明らかにすること
を予定。

（内容）
  町村が主体となって道道と町村道を一体的
に管理することができるよう、道道の管理を
町村においても行なえるようにする。

ＮＯ

国土交通省

（内容）
  広域分散型の地域構造や急速な高齢化など
の道の実情に対応するため、福祉有償運送に
ついて、発地及び着地のいずれもが運送の区
域外でも運送できるようにする。

福祉運送サービスに係る規制緩和

国土交通省

4

提案項目・内容 主な関係省庁
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北海道からの道州制特区提案に係る対応について

対応

対　応

内　　　容

・第171回通常国会に農地法等の一部を改正する法
律案を提出したところ。

・上記法律案の附則において、法施行後５年を目途
として、国と地方公共団体との適切な役割分担の下
に農地の確保を図る観点から、農地転用許可事務の
実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り
方等について検討を加え、必要があるときは、その
結果に基づいて必要な措置を講ずることとしてお
り、当該規定に基づき対応する。

内　　　容

（内容）
　土地の利用及び保全に関して、広域的・総
合的行政主体である北海道が一括して調整す
ることができるよう、全国的な統一性の確保
などを名目として未だ国に残っている農地転
用許可権限や民有保安林の指定・解除権限等
を道に移譲する。

・通知を発出し、「コミュニ
ティハウス」事業を推進

・実施状況を踏まえ、社会
福祉法の見直しの中で制度
化を検討

・　「フレキシブル支援センター」を推奨する通知を各都
道府県に発出し、その先行事例である「コミュニティハウ
ス」事業を推進。

・　「コミュニティハウス」の制度化については、実施状況
を踏まえ、関係者の意見も聞きながら、社会福祉法の見
直しの中で検討。
　なお、平成１２年社会福祉法改正法附則により「政府
は、この法律の施行後十年を経過した場合において、こ
の法律の規定の施行の状況について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」旨規
定されている。

（内容）
　地域におけるあらゆる生活上の課題を解決
するため、総合的な支援を行なうための拠点
となるコミュニティハウスに関する制度を創
設し、その運営事業を社会福祉法に位置付け
る。

提案項目・内容ＮＯ 主な関係省庁

1

国土利用の規制権限等の移譲
（財源移譲を要望）

農林水産省

農地転用許可制度につ
いては、新農地法の施

行後５年を目途として、
同法の施行状況を勘案

して検討

5

ＮＯ 提案項目・内容 主な関係省庁

コミュニティハウスの制度創設

厚生労働省

（第２次提案　平成20年４月２日提出）

- 4 -


	【参考資料３－１】提案に係る対応について（総括表）
	総括表

	【参考資料３－２】提案に係る対応について集計表
	詳細


